
ケース① 

・世帯主（46 歳）…国民健康保険加入、所得 300 万円（介護分対象） 

・妻（42 歳）…社会保険加入、所得 120 万円 

・子①（20 歳）…国民健康保険加入、所得なし 

・子②（15 歳）…国民健康保険加入、所得なし（子ども減免対象、子ども・子育て支援金分均等割軽減対象） 

 

 所得割額 均等割額 平等割額 子ども減免 合計 

医療分 
（300 万円-43 万円）×7.36％

=189,152 円 

3 人×27,600円 

=82,800 円 
20,800 円 -13,800 円 278,900 円 

介護分 
（300 万円-43 万円）×1.96％

=50,372 円 

1 人×10,000 円 

=10,000 円 
4,600 円  64,900 円 

後期支援金分 
（300 万円-43 万円）×2.27％

=58,339 円 

3 人×9,200 円 

=27,600 円 
6,400 円 -4,600 円 87,700 円 

子ども・子育て支

援金分 

（300 万円-43 万円）×0.29％

=7,453 円 

2 人×1,300円 

=2,600 円 
800 円  10,800 円 

国民健康保険税額（年額） 442,300 円 

 

軽減基準所得…300 万円⇒2 割、5 割、7 割軽減該当なし 

子ども減免（1 名）…医療分均等割額（27,600 円）×1/2＝13,800 円、後期支援金分均等割額（9,200 円）×1/2＝4,600 円 

  



ケース② 

・世帯主（66 歳）…国民健康保険加入、所得 100 万円 

・妻（60 歳）…国民健康保険加入、所得 30 万円（介護分対象） 

 

 所得割額 均等割額 平等割額 合計 

医療分 
｛（100 万円-43 万円）+（30 万円-43 万円＝0 円）｝

×7.36％=41,952 円 

2 人×27,600 円×(1-0.2) 

=44,160 円 

20,800 円×(1-0.2)

＝16,640 円 
102,700 円 

介護分 （30 万円-43 万円＝0 円）×1.96％=0 円 
1 人×10,000 円×(1-0.2) 

=8,000 円 

4,600 円×(1-0.2)＝

3,680 円 
11,600 円 

後期支援金分 
｛（100 万円-43 万円）+（30 万円-43 万円＝0 円）｝

×2.27％=12,939 円 

2 人×9,200 円×(1-0.2) 

=14,720 円 

6,400 円×(1-0.2)＝

5,120 円 
32,700 円 

子ども・子育て支

援金分 

｛（100 万円-43 万円）+（30 万円-43 万円＝0 円）｝

×0.29％=1,653 円 

2 人×1,300 円×(1-0.2) 

=2,080 円 

800 円×(1-0.2)＝

640 円 
4,300 円 

国民健康保険税額（年額） 151,300 円 

 

軽減基準所得…100 万円＋30 万円＝130 万円⇒2 割軽減該当 

 


